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第１章 目的と期間 

 

ここに策定する総合振興計画基本計画実施計画（以下「実施計画」という。）は、総合振

興計画基本計画（計画期間：令和３（2021）年度～令和 12（2030）年度、以下「基本計画」

という。）に定められた政策及び施策を実現するための個別の事業を定めるとともに、それ

らの事業内容、目標指標などを明らかにすることで効果的・効率的に総合振興計画を推進し

ていくことを目的としています。 

計画期間は、基本計画 10 年間のうちの５年間（令和３（2021）年度～令和 7（2025）年

度）とします。 

 

 

 

■総合振興計画の構造図（基本計画から） 
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■基本計画と実施計画の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基 本 計 画 実 施 計 画 実 施 計 画 
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■総合振興計画全体構成図（基本計画から） 
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第２章 策定の視点 

 

１ 新型コロナウイルス感染症への対応 

新型コロナウイルス感染症については、令和２年５月に緊急事態宣言が解除されて以降も、国

内外で予断を許さない状況が続いており、その影響は社会経済の広範囲に及び、人々の生活様式

や意識に大きな変容をもたらしています。 

 実施計画では、基本計画を踏まえ、各分野のあらゆる領域において、感染拡大防止と経済活動

の両立を図りながら、新型コロナウイルス感染症を含む新興・再興感染症へ備えるとともに、ア

フターコロナにおける新たな生活スタイルや人々の意識の変化に対応するため、事態の推移に

即した柔軟かつ的確な事業展開に取り組みます。 

また、感染の再拡大等の危急の事態が発生した場合には、実施計画上の位置付けの有無にかか

わらず、臨機応変に必要な措置を講じていくこととします。 

 

■新型コロナウイルス感染症を踏まえた取組の視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※いわゆる３密対策や消毒・マスクの着用などの感染防止のための基本的な措置及び一時的

な実施方法の変更等（イベントの一時的なオンライン開催等で感染症終息後には従前の手

法に復帰する見込みのもの）については、記載の有無にかかわらず、全ての事業において適

切に取り組みます。  
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■ 主な新型コロナウイルス感染症関連事業の位置付け 
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２ 持続可能な開発目標（ＳＤＧＳ）の位置付け 

基本計画では、第３部「各分野の政策と施策」の政策ごとに特に関連の深いと思われる

ＳＤＧｓを明記し、各分野において達成に向けて貢献していくゴールを可視化しています。

また、「重点戦略」にも国連の「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が掲げる統

合的な課題解決の理念を取り込むことで、取組全体の最適化や課題解決を加速化させ、Ｓ

ＤＧｓの達成に向けた取組を推進することとしています。 

実施計画においても、重点戦略事業のみにとどまらず、全ての掲載事業の推進に当たって、

常にＳＤＧｓを意識して事業を展開することで、各分野で解決を目指す課題とその他の分

野の課題との相互関連性、取組の相乗効果、波及効果、悪影響等を考慮して全体最適の視点

から様々な課題の統合的解決を目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

■持続可能な世界を実現するための 17のゴール 

 

  

■ 課題同士の相互関連性のイメージ 

（重点戦略における戦略１戦術１「先進技術で豊かな自然と共存する環境未来都市の創

造」の例） 

１ 貧困をなくそう 
あらゆる場所で、あらゆる形態

の貧困に終止符を打つ。 

２ 飢餓をゼロに 
飢餓に終止符を打ち、食料の安

定確保と栄養状態の改善を達成

するとともに、持続可能な農業

を推進する。 

３ すべての人に健康と福

祉を 
あらゆる年齢のすべての人の健

康的な生活を確保し、福祉を推

進する。 

４ 質の高い教育をみんな

に 
すべての人に包摂的かつ公平で

質の高い教育を提供し、生涯学

習の機会を促進する。 

５ ジェンダー平等を実現

しよう 
ジェンダーの平等を達成し、す

べての女性と女児のエンパワー

メントを図る。 

６ 安全な水とトイレを世

界中に 
すべての人に水と衛生へのアク

セスと持続可能な管理を確保す

る。 
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７ エネルギーをみんなに 

そしてクリーンに 
すべての人々に手ごろで信頼で

き、持続可能かつ近代的なエネ

ルギーへのアクセスを確保す

る。 

８ 働きがいも経済成長も 
すべての人のための持続的、包

摂的かつ持続可能な経済成長、

生産的な完全雇用及びディーセ

ント・ワーク（働きがいのある人

間らしい仕事）を推進する 

９ 産業と技術革新の基盤

をつくろう 
強じんなインフラを整備し、包

摂的で持続可能な産業化を推進

するとともに、技術革新の拡大

を図る。 

10 人や国の不平等をなく

そう 
国内及び国家間の格差を是定す

る。 

11 住み続けられるまちづ

くりを 
都市と人間の居住地を包摂的、

安全、強じんかつ持続可能にす

る。 

12 つくる責任 つかう責任 
持続可能な消費と生産のパターン

を確保する。 

13 気候変動に具体的な対

策を 
気候変動とその影響に立ち向か

うため、緊急対策を取る。 

14 海の豊かさを守ろう 
海洋と海洋資源を持続可能な開

発に向けて保全し、持続可能な

形で利用する。 

15 陸の豊かさも守ろう 
陸上生態系の保護、回復及び持

続可能な利用の推進、森林の持

続可能な管理、砂漠化への対処、

土地劣化の阻止及び逆転、並び

に生物多様性損失の阻止を図

る。 

16 平和と公正をすべての

人に 
持続可能な開発に向けて平和で

包摂的な社会を推進し、すべて

の人に司法へのアクセスを提供

するとともに、あらゆるレベル

において効果的で責任ある包摂

的な制度を構築する。 

17 パートナーシップで目

標を達成しよう 
持続可能な開発に向けて実施手

段を強化し、グローバル・パート

ナーシップを活性化する。 
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第３章 計画の構成 

 

 実施計画は、「第１編 実施計画の策定に当たって」及び「第２編 進行管理」の考え方

を踏まえ、個別の事務事業を「第３編 重点戦略事業」及び「第４編 実施計画事業」に掲

載しています。また、「第３編 重点戦略事業」と「第４編 実施計画事業」の関係につい

ては、次のとおりです。 

 

 ■ 「第３編 重点戦略事業」と「第４編 実施計画事業」の関係図 
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第２編 

進行管理  
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第１章 基本的な考え方 

 

１ ＰＤＣＡサイクルに基づく進行管理等 

総合振興計画は、ＰＤＣＡサイクル（Plan 計画 → Do 実行→ Check 点検・評価→ Action 

見直し・改善）に基づいて進行管理を行います。 

ＰＤＣＡサイクルにおける Plan（計画）においては、計画と予算の連動による推進体制

の整備を図ります。 

Check（点検・評価）においては、市民意見等も踏まえながら、施策及び事業の進捗状況

の検証や必要な課題の把握・分析をします。 

Action（見直し・改善）においては、Check（点検・評価）を踏まえて、必要に応じて施

策及び事業の見直し・改善や新たな企画立案を行います。また、社会経済の動向等を踏まえ

た改定を行います。 

 

■ ＰＤＣＡサイクルのイメージ 
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２ 進行管理のための指標 

 総合振興計画の適切な進行管理を図るため、次の指標を設定しています。 

○総合指標  将来都市像の実現を包括的な視点で測るものとして設定する指標 

       （市民満足度を計測） 

 さいたま市を住みやすいと感じる市民の割合（市民意識調査） 

 

 

 

 

 さいたま市に住み続けたいと感じる市民の割合（市民意識調査） 

 

 

 

 

○成果指標  各施策の達成度を測るものとして設定する指標 

       一部は、まち・ひと・しごと創生総合戦略における重要業績評価指標 

（ＫＰＩ）を兼ねるものとして設定します。 

○目標指標  各事業の達成度を測るものとして設定する指標 

 

３ 指標設定の考え方 

 ● 総合指標は、将来都市像の実現を包括的な視点で測るものとして、「住み心地」及

び「定住意向」に係る指標を掲げます。 

 ● 成果指標は、施策の内容をできるだけ網羅する点検を念頭に、全てを定量指標※1か

つアウトカム指標※2とし、市民の実感に基づく主観指標※3や統計データ等を用いた客

観指標※4を設定します。 

なお、成果指標の数値の増減は、市の事業実施による成果だけではなく、社会経済

情勢の変化、国・県・事業者など関係者の取組の影響も受けるものです。 

 ● 目標指標は、数値化が難しい場合を除き、定量指標を設定します。また、事業の質

や成果を測ることができるアウトカム指標を主に設定します。成果を示すためのデー

タを取得することが困難な場合やなじまない場合は、事業の活動量を示すアウトプッ

ト指標※5を設定します。 

 

86.3％ 
（令和２年度） 

 

90％以上 
（令和 12 年度） 

85.0％ 
（令和２年度） 

90％以上 
（令和 12 年度） 
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※１ 定量指標…数値や数量など、定量的に表される指標のこと 

※2 アウトカム指標…行政活動の結果として、市民にもたらされた便益や実感など、どれだけの

成果（効果・効用）がもたらされたかを表す指標のこと 

※3 主観指標…アンケートなど回答者の主観的意見を集約し、数値化した指標のこと 

※4 客観指標…観光客数や就業率など、誰が測定しても同様の結果が得られるような、客観的に

測定できる指標のこと 

※5 アウトプット指標…経営資源（人材、財源等）を投入して、どのような活動を行ったのか、

どのようなサービスを提供したのかなど、実施した活動量・事業量を表す指標のこと 
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第２章 進行管理の進め方 

 

１ 進行管理の全体概要 

総合振興計画の計画体系及び各指標に基づき実施する計画の進行管理の全体概要につい

ては、次のとおりです。 

■進行管理の全体概要 

 

 

２ 評価方法 

（１） 内部評価 

内部評価では、市組織内で実施する自己評価として、①施策評価と②事業評価を一体

的に実施します。 

① 施策評価 

成果指標に対する最新値の把握及び施策の進捗状況を検証します。検証結果を踏

まえ、必要に応じて施策を推進する事業の構成の見直し等を行います。 

② 事業評価 

目標指標による事業の達成度を評価するとともに、多面的な観点で事業の取組内

容を検証します。さらに、検証結果を踏まえ、施策の実現につなげるための事業改

善等を行います。 
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（２） 外部評価 

外部評価では、市民目線や各分野の有識者による専門的見地に基づく施策の進捗状況

及び事業の実施状況の検証を行い、改善策の提案を踏まえ、施策・事業を改善します。 

 

３ 計画の見直しと新たな実施計画の策定 

実施計画は、ＰＤＣＡサイクルによる施策評価及び事業評価を毎年度行い、前年度の計画

の進捗状況を把握し公表するとともに、社会経済の動向等を踏まえながら、実施計画の見直

し・改定を行います。 

また、基本計画の中間見直しに併せて、新たな実施計画を策定することとしています。 

 

■総合振興計画の計画期間と進行管理のスケジュール 
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